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孫会社の第三者割当増資（特定子会社化）に関するお知らせ 

 

当社グループにおいて新規事業創出企業と位置づけております株式会社 Candle（東京都

渋谷区 代表取締役 CEO：金 靖征）は、新規チャレンジの一環として、動画メディアの企

画・開発・運営を行う株式会社 MimiTV（東京都渋谷区 代表取締役：山下 主暉。以下、

MimiTV）を設立し、同社において、B Dash Fund 3 号投資事業有限責任組合を割当先と

する第三者割当増資を実施することを本日決議いたしました。 

この結果、MimiTV の資本金の額が当社の資本金の額の 100 分の 10 以上に相当し、特定

子会社に該当することになるため、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．異動の理由 

インターネットメディアのビジネスにおいて、先進的な取組みである動画メディア事業

を軌道に乗せ、大きな成長を達成するため、また機動的な新規事業のチャレンジのための

リスクマネーを取り入れるため、ベンチャー企業の育成に定評のある B Dash Ventures 株

式会社が運営する投資事業有限責任組合の資本を受け入れることといたしました。 

 

２．異動する孫会社（株式会社 MimiTV）の概要 

（1）名称 株式会社 MimiTV 

（2）所在地 東京都渋谷区円山町 28-4 大場ビル A館 4階 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役 山下 主暉 

（4）事業内容 動画メディアの企画、開発、運営等 

（5）資本金 900万円（増資前） 

（6）設立年月日 平成 29 年 5月 25日 

（7）大株主及び持ち株比率 株式会社 Candle（当社の 100％子会社） 100.00％ 

（8）上場会社と当該会社と

の間の関係 

資本関係 当社は 100％子会社を通して当該会社の

100％の株式を所有しております。 

人的関係 当社の子会社の役員１名が当該会社の取

締役を務めております。 

取引関係 設立間もないため現在はありませんが、今

後発生する可能性があります。 

関連当事者へ

の該当状況 

当該会社は当社の連結会社（孫会社）であ

ることから、関連当事者に該当します。 

（9）当該会社の最近 3 年間

の経営成績及び財政状態 

当該会社は設立間もないため、過去の実績はありません。 



 

 

３．第三者割当増資の割当先の概要 

（1）名称 B Dash Fund 3号投資事業有限責任組合 

（2）所在地 東京都港区赤坂一丁目 12番 32号 

（3）設立根拠等 投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業

有限責任組合 

（4）組成目的 シード・アーリーからレイターまで幅広いステージにおけ

る国内外のスタートアップへ投資 

（5）組成日 平成 29年 3月 8日 

（6）無限責任組合員の概要 名称 B Dash Ventures株式会社 

所在地 東京都港区赤坂一丁目 12番 32号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 渡邊洋行 

事業内容 ベンチャーキャピタル事業 

（7）上場会社と当該ファン

ドとの間の関係 

上場会社と当該フ

ァンドとの間の関

係 

当社も該当ファンドへ一部出資（10％

未満）を行っております。 

上場会社と業務執

行組合員との間の

関係 

当該ファンドへの出資を通して、投資

業務を委託しております。 

注）ファンドに関する一部情報につきましては、規約上の守秘義務等により、非開示とさ

せていただきます。 

 

４．第三者割当増資の概要 

（1）増資前の発行済株式数 900 株 （当社グループの所有株式割合 100.0％） 

（2）発行新株式数 140 株  

（3）増資後の発行済株式数 1,040 株 （当社グループの所有株式割合 86.5％） 

（4）増資後の資本金額 5,940 万円  

 

５．孫会社による第三者割当増資に関する日程 

（1）株主総会決議日 平成 29 年 7 月 11 日 

（2）割当期日 平成 29 年 8 月 10 日 

 

６．今後の見通し 

本件による平成 30 年 3 月期の当社の業績に与える影響は軽微となる見込みです。開示が必

要と判断された場合には速やかに開示いたします。 

 

以 上 
 

 


